
やさしい中学公民 8-1 チェック問題  氏名                              

(1) 地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

がその地域
ち い き

の政治
せ い じ

を行うことを[①   ]という。これが必要な理由は、「地方の実情
じつじょう

にあ

った政治をする」ためと「権力
けんりょく

を国と地方に分け、[②   ]を防
ふせ

ぐ」ためである。 

(2) 地方
ち ほ う

自治
じ ち

では、「その地域
ち い き

の住民
じゅうみん

が直接
ちょくせつ

政治
せ い じ

に参加
さ ん か

する」ことと「地域の住民に民主
みんしゅ

政治
せ い じ

を学ぶ機会
き か い

を

提供
ていきょう

する」ことになるので大切である。このことから[   ]と呼ばれている。 

 

(1)① (1)② (2) 

 

やさしい中学公民 8-2 チェック問題  氏名                              

(1) 地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の執行
しっこう

機関
き か ん

の、最高
さいこう

責任者
せきにんしゃ

を[①   ]という。都道府県
と ど う ふ け ん

においては[②   ]、市
し

町村
ちょうそん

においては市長
しちょう

や町 長
ちょうちょう

、村長
そんちょう

といわれる。 

(2) 首長
しゅちょう

は予算案
よさんあん

を作成
さくせい

し、[①   ]に提出
ていしゅつ

し、審議
し ん ぎ

され議決
ぎ け つ

される。異議
い ぎ

があるときは[②   ]を求

める権限
けんげん

がある。 

(3) 地方
ち ほ う

議会
ぎ か い

は首長
しゅちょう

に[①   ]を出すことができ、首長は地方議会を[②   ]することができる。 

(4) 市
し

(区
く

)町
ちょう

村長
そんちょう

と地方
ち ほ う

議会
ぎ か い

議員
ぎ い ん

の被
ひ

選挙権
せんきょけん

は満
まん

[①  歳]以上、都道府県知事
ち じ

の被選挙権は満[②  歳]

以上である選挙権は満[③  歳]以上である。 

(5) その地方公共団体のみに適用
てきよう

される決まりを[   ]といい、地方
ち ほ う

議会
ぎ か い

が法律
ほうりつ

の範囲内
はんいない

で制定
せいてい

することが

できる。 

(6) 地方自治では、条例
じょうれい

の制定
せいてい

や改廃
かいはい

、地方
ち ほ う

議会
ぎ か い

の解散
かいさん

などを求めることができる[①  権]が認
みと

められてい

る。条例の制定や改廃では、必要
ひつよう

な署名数
しょめいすう

は有権者
ゆうけんしゃ

の[② 2 分の 1 / 3 分の 1 / 50 分の 1 ]以上であり

請求先
せいきゅうさき

は[③   ]である。監査
か ん さ

請求
せいきゅう

では、必要な署名数は有権者の[④ 2 分の 1 / 3 分の 1 / 50 分の

1 ]以上であり請求先は監査委員である。また解職
かいしょく

請求
せいきゅう

のことをカタカナで[⑤   ]という。解職請求

や解散請求では、必要な署名数は有権者の[⑥ 2 分の 1 / 3 分の 1 / 50 分の 1 ]以上である。首長や議員

の解職請求、議会の解散請求の場合、請求先は[⑦   ]である。その他の役職員の場合、請求先は

[⑧   ]である。 

(7) 住民
じゅうみん

の立場
た ち ば

に立って、行政
ぎょうせい

が適正
てきせい

に行われているかを監視
か ん し

したり、住民からの苦情
くじょう

を処理
し ょ り

したりする

制度
せ い ど

を[  制度]という。 

 

(1)① (1)② (2)① 

(2)② (3)① (3)② 

(4)① (4)② (4)③ 

(5) (6)① (6)② 

(6)③ (6)④ (6)⑤ 

(6)⑥ (6)⑦ (6)⑧ 

(7)    

 



やさしい中学公民 8-3 チェック問題  氏名                              

(1) 地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の収 入
しゅうにゅう

は、自主
じ し ゅ

財源
ざいげん

と依存
い ぞ ん

財源
ざいげん

の 2 つに分けられる。自主財源は、住民税
じゅうみんぜい

や固定
こ て い

資産税
しさんぜい

などの[①   ]である。依存財源のうち、国から援助
えんじょ

されるものは 2 つある。1 つは地方
ち ほ う

財政
ざいせい

の格差
か く さ

を

なくすために配
くば

られる[②   ]で、[③ 自由に使える / 使い道が決まっている ]。もう 1 つは

[④   ]で、[⑤ 自由に使える / 使い道が決まっている ]。他にも借金
しゃっきん

である[⑥   ]を発行
はっこう

して、

財源
ざいげん

を補
おぎな

っている。 

(2) これまでは、政治
せ い じ

権力
けんりょく

が国に集 中
しゅうちゅう

するしくみである[①   ]の傾向
けいこう

が強かった。最近は、地方公共団

体の自主性
じしゅせい

や自律性
じりつせい

を高め、国と地方公共団体が対等
たいとう

の関係
かんけい

で仕事
し ご と

を分担
ぶんたん

して政治
せ い じ

を行う[②   ]が進

んでいる。それを目指
め ざ

して 1999 年[③  法]が成立
せいりつ

した。 

 

(1)① (1)② (1)③ 

(1)④ (1)⑤ (1)⑥ 

(2)① (2)② (2)③ 

 

 


